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　平成18年１月1日、新たな神川町が誕生しました。�
�神川町は、町村合併という変化に加え、少子高齢化に伴う社会的課題、情報化の急速な進展、
地球規模での環境問題などが変化する中、厳しい財政状況や地方分権を踏まえた効率的な
行政運営が求められています。�
�このような中、合併時の「新町建設計画」を尊重して『安全・安心』、『自立・交流』、『参画・協働』
の基本理念を基に、『水と緑そして人が織りなす豊かなまち』を将来像とする新たな総合計画
を策定しました。�
�本計画の策定にあたっては、町民と力をあわせたまちづくりを基本として、町内の小中学
生を対象とした「未来神川ワークショップ」や「出前フォーラム」など、多くの町民の皆様にご
参加いただき、町民と行政の協働による計画づくりが行われたものと考えております。また、
実効性の高い計画にするため、目標値の設定や行財政運営を意識した計画としております。�
�私は、地域の個性を生かしながら、町域の均衡ある発展と町民の一体感の醸成を図るとと
もに、将来像の実現に向けて、町民の皆様と協働して総合計画の事業を実施する「協働のま
ちづくり」に邁進する決意でありますので、皆様の一層のご支援とご協力をお願い申し上げ
ます。�
�本計画の策定に当たり、ご尽力を賜りました町議会議員並びに総合計画審議会委員の皆様、
そして、まちづくりアンケート調査などにおいて貴重なご意見、ご提言をいただきました町民
の皆様に心からお礼を申し上げます。�
�
平成20年３月�

神川町長　田村　啓�

神川町総合計画の策定にあたって�

　総合計画は、それぞれの地域の個性を生かしながら、町の均衡ある発展と町民の一体
感の醸成を図るとともに、町民と行政がそれぞれの役割と責任によるまちづくりに取り
組んでいくための指針として策定されました。�

�計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」により構成します。�
�「基本構想」「基本計画」の期間は、平成20年度（2008年度）を初年度とし、平成29年度
（2017年度）を目標とした10年間とします。ただし、急激な社会情勢の変化に対応するた
め、必要に応じて見直しを行います。また、実施計画は３年とし、１年ごとに内容の調整を
行います。�
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�御嶽山や城峰山に代表される恵まれた緑、西部を流れる神流川や神流湖は本町の象徴
でもあり、将来にわたり大切に引き継がなければなりません。�
�豊かな自然と人々の暮らしが融合し、誰もが集い、であい、ふれあい、新たな価値を創
造しながら、子々孫々まで安心して暮らせる「水と緑そして人が織りなす豊かなまち」を
目指します。�

まちの将来像�

―安らぎとゆとりのある大地を目指して―�

 1.

安
全
・
安
心�

 2.

自
立
・
交
流�

町民が安全で安心して暮らせるまち�

自立と交流によって豊かに暮らせるまち�

 3.

参
画
・
協
働�

町民自らが行動し、町民と行政が共に歩むまち�

総�合�計�画�３�つ�の�基�本�理�念�

し�と� て�緑�そ�水�

り�が�織� す�人� か� ま�豊� ち�な�な�
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　「水と緑そして人が織りなす豊かなまち」を実現していくための基本と
なる施策は５つの柱に分かれています。これを基に事業を進めていきます。�
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①�
安全で快適に�
暮らせる�
まちづくり�

---------------------------------------------------------------------�
　自然豊かな神川町の特性を生かしながら、計画的な土地利用や都市基盤
を整備し、環境共生型のまちづくりを行います。また、自然災害への備えや、
防犯などの安全性を高め、安全・安心なまちづくりを目指します。�
---------------------------------------------------------------------�

安全で快適に暮らせる�
まちづくり（生活環境）�

【土地利用】�
水と緑を生かし、自然の豊かさと都市の利便

性を享受できる定住に向けた秩序ある計画

的な土地利用を推進します。�
�

【居住環境】�
道路整備を推進し、交通形態の検討・利便性

の向上、上水道の安定供給、生活排水処理

施設の整備、若者の定住や高齢社会などに

対応した住宅施策に努めます。�

�

【自然環境】�
自然を生かした河川整備や環境整備ととも

に、ごみの減量化とリサイクルなど、町民・企

業・行政が連携して総合的な環境整備に取

り組みます。�
�

【安全な暮らし】�
地震や風水害などの災害時における速やか

な対応と支援、また防犯、交通安全、消費者対

策など日常生活の安全確保に取り組みます。�

基�本�施�策�

③�
互いを尊重し�

生涯の学習を生かす�
まちづくり�

②�
健康で�

安心に満ちた�
まちづくり�

④�
活力に満ち�
元気に働ける�
まちづくり�

⑤�
町民と行政が協働し�
希望に満ちた�
まちづくり�
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---------------------------------------------------------------------�
　町民一人ひとりが自らの力を発揮することが、地域活力を維持、高める
ことにつながります。学校教育の充実、生涯学習やスポーツ・レクリエーショ
ン活動の推進、そして、すべての町民が、お互いの人権を尊重しあいながら、
共に生きる社会の実現を目指します。�
---------------------------------------------------------------------�
�

【幼児・学校教育】�
家庭教育の支援、青少年の健全育成への取

組、豊かな心や社会性を育める学校教育環

境の充実・整備などを進めます。�
�

【社会教育と文化活動】�
それぞれの年代やライフスタイルに応じた

学びあいの生涯学習活動の推進、地域の文

化財の保護と活用に努めます。�

�

�

�

�

【スポーツ・レクリエーション】�
それぞれの体力や年齢、趣味、目的に応じた

スポーツ活動の場を提供し、スポーツ・レク

リエーションの普及に努めます。�
�

【人権尊重と共生】�
様々な人権問題の解決を図り、一人ひとりの

人権が尊重され、共に暮らせる共生社会の

実現に努めます。�

互いを尊重し生涯の学習を�
生かすまちづくり（教育・文化・スポーツ）�

---------------------------------------------------------------------�
　誰もが安心して暮らせるまちを目指し、町民の健康を支える保健医療体
制の活用、子育て家庭、高齢者、障がい者への福祉サービスとともに、地域
コミュニティを中心に助けあい、支え合いのまちづくりを推進します。�
---------------------------------------------------------------------�

健康で安心に満ちた�
まちづくり（保健・医療・福祉）�

【健康づくりと医療】�
健康づくりに取り組める体制、各種保健サー

ビスの活用、地域医療の充実等に努めます。�
�

【地域福祉の充実】�
一人ひとりが快適な日常生活を営めるよう、

支え合える地域福祉づくりを進めます。�
�

【高齢者の保健福祉】�
高齢者が家庭や地域で安心して暮らせる体

制づくりを進めます。�
�

【障がい者の自立と社会参加】�
地域生活や就労の場を整備し、自立を促し

社会参加を支援する体制を充実します。�

【子育ての支援】�
働く親への保育サービス、育児不安の解消な

ど、地域で支援できる体制づくりに努めます。�
�

【生活の安定と支援】�
ひとり親家庭、低所得者などへ、実情に合わ

せた支援策を推進します。�
�

【保険・年金】�
国民健康保険や介護保険の健全な運営と

サービスの充実、国民年金制度の啓発に努

めます。�
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---------------------------------------------------------------------�
　社会経済の変動に対応した活力に満ちた地域産業の振興を図り、本町の
主要な産業である農林業の振興、集積した企業の技術や知識を生かした特
徴ある発展、商業機能の充実に向けた取組、多様な資源を十分に生かした
観光交流への取組等を進めます。�
---------------------------------------------------------------------�
�

活力に満ち元気に働ける�
まちづくり（地域産業）�

【農林業】�
安定した生産と担い手の確保・育成、流通体

制の整備、都市住民との交流などを通し、特

色ある付加価値の高い農林業を目指します。�
�

【工業】�
既存企業への様々な支援、道路網や情報通

信網の整備、新規企業の誘致など、産業拠

点の形成を目指します。�
�

【商業・地域産業】�
まちづくりと一体となった商業地づくりの支援、

特産品の振興、地場産業の育成、さらに新た

なコミュニティビジネスの創出を支援します。�

�

【観光】�
自然、歴史・文化、農業・農村などの地域資

源を十分に生かす観光への取組、さらに効

果的な観光PRや情報提供を行います。�

---------------------------------------------------------------------�
　町民一人ひとりの知恵を結集することで町民が主体性を発揮できる環
境をつくり、町内外の交流を活性化し、希望に満ちたまちづくりを進めます。
また、厳しい財政状況と多様化・高度化する住民ニーズに応えるため、効率
的で効果的な行政サービスの提供を図ります。�
---------------------------------------------------------------------�
�

町民と行政が協働し希望に満ちた�
まちづくり（町民と行政）�

【町民との協働】�
協働のまちづくりに向けた体制を整備し、町

民一人ひとりの住民自治の原点を再確認し、

幅広い分野で協働による新たなまちづくり

への取組を促進します。�
�

【交流】�
町民が様々な分野で交流することで、助け

合いに支えられ、安心した暮らしの実現に努

めます。また町外との交流により神川の魅力

を高め、新たな来訪者の増加につなげます。�
�

【行財政運営】�
効率的・効果的な行政サービスで質を向上

させるとともに、様々な公共サービスの提供

に努めます。児玉郡市広域市町村圏組合に

よる共同処理や構成市町との連携により効

率的な行政運営を図ります。�

5




